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委員会を統括（委員長）。 

小児科専門医、輸血認定医として、

東部医療機関の実態を個別に調

査。 

 

病院協会代表として、各病院に対

し調査協力を依頼。 

 

血液内科医、輸血認定医として静

岡県中部の適正輸血状況を調査解

析する。 

 

血液内科医、輸血認定医として静

岡県西部の適正輸血状況を調査解

析する。 

 

泌尿器科医、輸血認定医として外

科的見地から適正輸血状況を解析

する。 

 

循環器外科医として、静岡県東部

の適正輸血状況を調査解析する。 

 

臨床検査医、検査部門責任者とし

ての観点から輸血管理体制を解

析、評価する。 

 

薬剤師からの観点から、血漿分画

製剤の適正使用や国内自給等状況

を調査解析する。 

 

認定輸血検査技師として、輸血検

査体制、輸血療法委員会のあり方

を調査解析する。 

 

認定輸血検査技師として、輸血検

査体制、輸血療法委員会のあり方

を調査解析する。 

 

学会認定・臨床輸血看護師として、

輸血実施手順状況を調査、解析す

る。 

 

行政の立場で、各病院に対し調査

協力を依頼。県内医療機関の適正

輸血の現状を評価し、対策を検討。 

 

学会認定・臨床輸血看護師として、

輸血実施手順状況を調査、解析す
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る。 

 

血液センターとして、各施設にお

ける適正輸血を推進。事務局代表

として会の運営に協力。 

 

血液センター職員として、各施設

における適正輸血を推進。事務局

の運営に協力。 
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  活動状況および今後の展望 

１）アンケート調査 

静岡県合同輸血療法委員会では委員会発足当時よりアンケート調査を実施している。 

これについては今年度も継続し、得られた情報を基に適正使用に関する検討を行い、評価した。 

また、調査に御協力いただいた各々の医療機関に調査解析結果を発信し、各々の医療機関での 

更なる適正使用推進に向けた情報提供を行い、適正使用推進を啓発している。また今年度から.「静

岡県内の輸血に関連する認定資格保有者の状況把握」 「4 県合同のアンケート内容について取り入

れる」を調査項目に加えることにした。学会認定看護師は１８名であった。 

１）-１ 医療機関における血液製剤使用量調査 

各医療機関における輸血用血液の使用量と輸血療法の実態について調査し、「輸血療法の実施に関 

する指針及び血液製剤の使用指針」に基づく適正使用について経年的に検討し評価している。 

この調査を継続することは、静岡県内の血液製剤の適正使用状況を掌握するために非常に有用で 

あり、調査開始時の赤血球製剤の廃棄率は、供給上位46施設の年次推移では4.1％(平成16年使用実 

績)、2.13％(平成 25 年使用実績)であったが、平成 27 年度の調査では 1.91 %(平成 26 年使用実績)に

まで、減少していることを確認した。また全施設を対象とした廃棄率もほぼ同じ傾向で平成 26 年は

1.93%であった。 

 

 



１）－２日本輸血・細胞治療学会I&A受審の推進 

静岡県合同輸血療法委員会では日本輸血・細胞治療学会I&Aを積極的に活用することが県内の輸血 

しているが、これは、静岡県合同輸血療法委員会の活動内容において常に日本輸血・細胞治療学会I&A 

受審の啓発を活動の一つとして掲げ、活動してきたことによるものと推測している。今年度は３施設

が受審し、いずれも認定された（新規１施設、更新２施設）。 

１)-3 院内監査の推進 

 アンケート調査の結果では、院内監査を実施していると御回答いただいた医療機関は 72施設中 

17施設（24％：平成 27年度調査）と平成 21年度の調査以降、緩やかに増加しているものの、 

決して多くないことがアンケート調査より判明している。 

静岡県内の医療機関において、より安全な輸血療法をさらに広く進めるには、整備されている 

輸血マニュアル等が院内の輸血療法に適切に運用されていることを院内の輸血療法委員会の委員ら 

によって確認し、気づいた点を指摘する院内監査が重要であり、今後も、この状況についての調査を

維持・継続し、院内監査実施医療機関と未実施医療機関での適正な輸血療法の違い等について検討し、

評価する。 

 

 

1)-4 輸血前後の感染症検査と検体保管 

・輸血前後の感染症検査の実施７２施設中 

輸血前調査；行っている施設６１施設（８４．７％） 

輸血後調査；行っている施設６１施設（８４．７％） 

実施率については、「未記入」「不明」と回答した施設が多く、今後、質問を回答しやすい内容に検討

する必要があるように思われる。 

HBV に関する検査の種別は、90%が「遡及調査ガイドライン」に準じて HBV-DNA 検査を実施して

いる。  

HCV に関する検査の種別は、90%が「遡及調査ガイドライン」に準じて HCV コア抗原の検査を実

施している。  

5７施設中全施設が「遡及調査ガイドライン」に準じて HIV 抗体の検査を実施している。 

・輸血後感染症検査の実施率を算出する際の母数について  

「輸血実施回数全て」･･･と回答いただいた医療機関は 30%、  

「輸血症例ごと」････と回答いただいた医療機関は 65%  



「実施率」について母数から除外しているものは、49 回答のうち 「転院患者」が 22.4％、「患者死

亡」が 71.4％ であった。 

輸血後感染症検査の実施率が上がらない理由(輸血後検査) （55 施設・131 回答） 

退院または転院３２回答、患者が忘れる・主治医の理解不足１９回答、主治医が忘れる１６回答、

患者の理解不足 15 回答、担当医が替わる等 

・輸血後感染症発症リスクが少ないと感じている医師が多く、必要性理解が得られない（副作用とし

て） （日赤血の検査感度を高く評価。肝炎発症報告が少ない。）  

・来院することが（検査のみの為に）大変なのでは… 

・連絡がつかない。来院不可、輸血後通院されない 

・3 ヶ月以内に再輸血を実施、輸血前感染症検査を実施する為、  

 高齢者は不要と主治医が判断するケースが多々有り 

等の意見がだされた。 

輸血後感染症検査の実施率向上に繋がると思われる取組み（67 施設 100 回答 ） 

患者への周知（同意取得、手紙を送る）４０施設５９．７％ 

院内他科との連携（電子カルテ上の工夫、教育訓練）３５施設５２．２％ 

他院との連携１０施設１４．９％であった。 

特に行っていない１５施設２２．４％ 

 これらのうち、昨年度まで実施率３０％であったのが今年度は９０％まで実施率が向上した医療機

関がどのように 「実施率向上に繋がる取組み」を進めているか合同輸血療法委員会委員長がイン

タビューした結果、病院長が医局会で実施するように話をし、それに引き続き、院内輸血療法委員

会委員長が各診療科に出向き説得した結果であったと考えられた。 

輸血前検体の保管 

行っている 64 施設 （７２施設中）（88.9％） 

「輸血前の検査」が未実施の医療機関 11 施設のうち、3 施設でも「検体」は保管しているといった

点で、 検体保管の重要性が理解されていると考えられる。  

逆に、輸血後の検体保管は行われていない施設が多い 25 施設 （34.7％） 

「検体」の保管は 24 か月が多く、「遡及調査 GL」に基づいた管理を行っている施設が多いことがう

かがえる  

輸血前後の感染症検査について、保険で査定された  

一部査定された施設が 12 施設(16.9％）  

・6 ヶ月過ぎると査定されたことがある  

・HBV-NAT、HCV コア、HIV-1/2 で輸血後感染症検査のコメントをつけ施行  

 したところ、HCV コア蛋白のみ査定を受けた→根拠不明のため再審請求 。その後復活  

・過剰な検査と判定された。  

療養担当規則等に照らし、医学的に過剰重複と認められるもの  

 項目：HBｓ抗原、HCV 抗体価  



3 重複して算定していた  

・輸血を行う予定で検査を実施したが、結果的に輸血を行わなかった。  

・HBV-DNA 定量ではなく HBｓ抗原、高感度 HCV コア蛋白ではなく  

 HCV 抗体で検査していたら査定されるようになった（平成 24 年夏）ので、  

 輸血後検査を HBV-DNA 定量、HCV コア蛋白に変えたところ査定されなくなった 

 

 

２）中小医療機関を対象とした会議（輸血業務のあり方検討会議） 

血液製剤の使用量は少ないものの、中小医療機関が抱えている問題点は数多くある。 

輸血業務のあり方検討会議を設けることにより、中小医療機関の適正な輸血医療の考え方を浸透させ、

安全で適正な輸血医療を実施できるよう支援していく。県内３ヵ所をテレビ回線で結び会議を同時進

行で進める配慮をしている。これは、東西に長い静岡県の地理的背景より推測される会議参加者への

負担(移動時間等)を軽減する為であり、その問題解決のための方法として取り入れた会議の形式であ

るが、静岡県内1ヶ所で開催を行った平成24年度の会議参加者数と比較した場合、平成27年度は２倍の

参加者数であった。 

特に小規模医療機関では輸血の管理体制がきちんと構築されていない。責任医師も任命されていなく、

検査技師も１名が臨床検査業務全般を担っていて、看護師が主となって輸血業務がなされている現況

が報告された。 

今年度も同様の会議形式での会議開催を８月に実施する。 

３）出張講演会の開催 

 中小医療機関への安全で適正な輸血の推進の啓発は、中小医療機関向けの会議（輸血業務のありか

た検討会議）に加えて出張講演会（合同輸血療法委員会委員長、副委員長が医療機関を訪問して 

適正な輸血療法等について講演）の開催を平成26年度からは事業として採用し、現時点までに６施設

で実施している。これは参加者のみならず、院内の医師やスタッフ全体に安全で有効な輸血の推進の

啓発を行うことで、効果が期待でき、具体的には日頃の疑問点等、参加者から多くの質問がだされて

講師が丁寧に回答することで反応が良く、１年に１回は開催して欲しい要望がだされた。 

 この、出張講演会の対象は中小の医療機関を活動の標的としていたが、平成２７年度の 

アンケート調査の結果では、大規模の医療機関においても、希望される医療機関があることが判明 

しており、平成28年度はこれらの医療機関も対象に加え事業を進める。 

４）在宅輸血 

東海４県の輸血連絡会（合同輸血療法委員会）の会議で静岡県合同輸血療法委員会委員長から 



在宅輸血をどう考えるかの質問がなされた。実態が十分把握されていないが基本的には認められない 

と考える。静岡県では浜松市のクリニック１施設が在宅輸血を実施していることが判明した。 

このクリニックは施設内の外来診療と在宅診療を行っているが輸血療法委員会は無く、血液センター

より輸血用血液を購入している情報が得られた。当該患者の輸血頻度、輸血量等細部は調査中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


